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第７回孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議 
議事録 

（開催要領）  
１．開催日時：令和８年３月31日（火）14：00～16：00  
２．場  所：中央合同庁舎第８号館８階特別大会議室  
３．出席者（構成員）： 

菊池 馨実   早稲田大学法学学術院教授  
石田 光規  早稲田大学文学学術院文化構想学部教授  
伊藤 美奈子  神戸女子大学心理学部教授／奈良女子大学名誉教授  
駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授  
近藤 尚己  京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授  
原田 正樹  日本福祉大学学長  
宮本 太郎  中央大学法学部教授  
森山 花鈴  南山大学社会倫理研究所准教授  
矢口 明子  山形県酒田市長（全国市長会）  
山野 則子  大阪公立大学現代システム科学研究科教授  
横山 美江  大阪公立大学大学院看護学研究科ヘルスプロモーションケア科学領域教授  
 

説明者（ヒアリング団体等）  
久保 大輔  内閣府政策統括官（共生・共助担当）参事官（高齢社会対策担当） 
井上 一生  新潟県福祉保健部福祉保健総務課企画調整室（地域福祉担当）政策企画員  
川口 寿弘  鳥取市総務部人権政策局中央人権福祉センター総括主査  

 
（議事次第）  
１．開会  
２．議事  

・地域における取組基盤の整備と担い手づくりについてのヒアリング 
３．閉会  
 
（配布資料）  
資料１-１  孤独・孤立対策に関する世論調査（確報）について  
資料１-２  地域における取組基盤の整備と担い手づくりについて  
資料２  内閣府政策統括官（共生・共助担当）付高齢社会対策担当提出資料  
資料３  新潟県提出資料  
資料４  鳥取市提出資料  
構成員提出資料１   大野構成員提出資料  
構成員提出資料２   近藤構成員提出資料   
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○菊池座長  時間になりましたので、ただいまから、第７回「孤独・孤立対策の在り方に
関する有識者会議」を開催いたします。  
 皆様、本日も年度末の大変日程が押している中ご参集を賜りまして、誠にありがとうご
ざいます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  
 初めに、配付資料の確認と委員の出欠状況及び報告事項について、事務局からお願いし
ます。  
○事務局（堀江参事官） 本日もよろしくお願いいたします。  
 資料の確認をさせていただきます。資料につきましては、資料１－１から資料４まで、
構成員提出資料は１と２を配付しております。不足はありませんでしょうか。  
 続きまして、委員の先生方の出欠状況でございますけれども、本日は、大野委員、鈴木
委員が御欠席となっております。また、伊藤委員、駒村委員、原田委員、宮本委員、森山
委員、矢口委員、横山委員がオンラインでの御参加となっております。  
 また、内閣府高齢社会対策担当、総務省、厚生労働省に御参加をいただいております。 
 以上でございます。  
○菊池座長  それでは、早速議事に入らせていただきます。本日は「地域における取組基
盤の整備と担い手づくりについて」をテーマといたしまして議論を行いたいと思います。 
 本題の前に、事務局より孤独・孤立対策に関する世論調査の報告があるということです
ので、資料１－１、１－２、これらを併せて御説明をお願いいたします。  
○事務局（堀江参事官） 事務局でございます。  
 議題の説明に入ります前に、孤独・孤立対策に関する世論調査の確報を報告させていた
だきます。この世論調査は、社会意識に関する世論調査の附帯調査として昨年秋に行われ
たものでございます。  
 机上配付をさせていただいている資料を御覧いただければと思います。  
 本体の社会意識に関する世論調査、これを簡単に御紹介いたします。社会や国に対する
国民の基本的意識の動向について把握するものでありまして、毎年実施をされております。
社会への貢献意識については６割程度の方が役立ちたいと「思っている」と回答、また右
側ですけれども、自分の職業を通じて社会に貢献したいという方が４割ということが分か
りました。このトレンドについては、令和３年頃からあまり変化がないように見受けられ
ます。  
 次のページですけれども、地域での付き合いの程度につきまして「付き合っている」と
いう層が52.7％ということでございます。こちら、令和３年の調査を調べてみたら56.6％
ということですので、少し減っていると言えるかと思います。右側の「地域の行事」がキ
ーワードになっているようなのですけれども、コロナが終わっても行事が完全には復活し
ていないのではないかという推測がされるところでございます。  
 本題に入ります。資料１－１という資料を御覧ください。  
 こちらは孤独・孤立対策に関する世論調査でございますが、孤独・孤立に対する国民の
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意識や政府の政策の認知度を測るため、初めて実施をしたものでありまして、先ほど御紹
介をいたしました社会意識に関する世論調査の附帯調査として行われたものでございます。 
 １ページ目、全国18歳以上の3,000人に調査を行いまして、1,732人の有効回答がござい
ました。結果として孤独・孤立を身近に感じている方が半数近くを占める一方で、政府の
対策は「あまり知らない」と回答した方が最も多くて、認知度の向上が課題であると認識
をいたしました。この調査でありますが、限られたサンプル数での分析でありまして、そ
の取扱いには誤差が含まれることにも注意が必要でございますけれども、毎年実施してい
る孤独・孤立の実態把握と対比をしながら、石田先生、横山先生をはじめ実態把握で御協
力をいただいている先生方にもコメントをいただき、分析を試みてみたということでござ
います。時間の関係上、本日は簡潔に御紹介をいたしますけれども、もし先生方でお気づ
きの点やコメントがございましたら、後日でも構いませんので、事務局までお寄せいただ
けますと大変ありがたく存じます。  
 ３ページに参ります。世代別の孤独・孤立の身近さと孤独感を比較してみました。若年
層の10代から40代については身近さと孤独感がほぼ同水準ですが、中高年層になりますと
孤独感よりも身近さのほうが大きく上回るということになります。これは高齢期では喪失
体験をしやすいということに起因するのではといった御指摘をいただいております。  
 続いて、４ページでございます。このページでは１人世帯の方のほうが孤独や孤立を身
近に感じやすいということが見てとれるかと思います。  
 次に、５ページでございます。世代別の孤独・孤立のイメージということでございます
けれども、若年層は「心身の健康面に影響を及ぼす」というものが高くなっています。一
方で「人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得る」でありますとか、「誰かに相談すること
は良いことである」といった項目についてはシニア層で高くなっておりまして、若年層に
社会課題としての認識を高めていただくことの重要性が示唆されていると考えております。 
 続いて、６ページでございます。男女別のイメージということでございますけれども、
30代男性において「自身の考えを深めることができ、成長につながる」という認識が高く
なっているのが注目されるかと思います。  
 ７ページに参ります。都市規模別に見ますと、人口規模が小さいほど孤独・孤立の問題
を「個人の問題ではなく社会全体の問題である」と回答する割合が高くなっておりまして、
過疎化や人口減少との関連が指摘をされているところでございます。 
 続いて、８ページでございます。前回の会議でも少し御紹介いたしましたけれども、政
府の対策の認知度については、10代から30代の若年層はシニア世代と比べて低くなってい
る、こういう状況になっております。こうした中で、30代女性の認知度が比較的高くなっ
ておりまして、子育ての孤独・孤立との関連が指摘をされております。  
 続いて、９ページに参ります。孤独・孤立を身近に感じる人のほうが、政策認知度が相
対的に高いことが見てとれるかと思います。  
 続いて、10ページからは情報の入手方法についてでございます。テレビやラジオ、新聞
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や雑誌といった旧来型のメディアが右肩上がりに高くなっておりまして、若年層では「SNS」
が高いことが見てとれるかと思います。世代に応じた様々な手段でアプローチしていくこ
との重要性が示唆されている、このように考えております。  
 11ページでございますが、これは婚姻状況別のグラフになります。未婚者は若年者が多
いからからもしれませんけれども、「インターネットニュース」や「SNS」「チャットボ
ット」といったメディアから情報を入手している方が多いといった結果になってございま
す。  
 最後、12ページでございますけれども、関心を持つために効果的と考える取組について
は、シニア層が「テレビ、ラジオ、新聞」や「居場所づくり」を挙げる方が多いのに対し
まして、若年層では「学ぶ機会」でありますとか「SNS」を挙げる方が多くなっておりま
す。こうした結果を踏まえまして、引き続き世代に応じて様々な手段でアプローチしてい
くことが重要ではないかと考えております。  
 駆け足でございましたが、世論調査に関する説明については以上とさせていただきます。 
 続きまして、資料１－２でございます。  
 本日御議論いただきます「地域における取組基盤の整備と担い手づくり」について事務
局で若干整理をさせていただきましたので、１ページを御覧いただければと思います。  
 まず、この「地域における取組基盤の整備」につきましては、この有識者会議におきま
して、昨年も活発な御議論を頂いて、様々な御指摘をいただき、私どももそれを重点計画
などの改定に反映させてきたところでございます。  
 内容を若干御紹介させていただきますが、第３回有識者会議におきましては、埼玉県、
三重県伊勢市、そして兵庫県の播磨町からヒアリングさせていただきました。議論の中で
は既存のプラットフォームや会議体を組み合わせた事例の紹介がありまして、例えば伊勢
市における重層的支援の枠組みと孤独・孤立対策の枠組み、これを両方やっていますとい
う話でありますとか、これはこの回ではありませんでしたけれども、尾道市における「お
のまる会議」の例などの御紹介もいただいたということであります。 
 また、どうしても私どもは「好事例の横展開」と言ってしまう部分がありますけれども、
取組を進める上での課題をしっかり把握することが重要だという御指摘をいただきました。 
 そうした中で、地方公共団体の現場の負担でありますとか、都道府県・市区町村の役割
分担にもしっかり留意せよということが御指摘としてありました。  
 地域においては様々な悩みを抱えた複雑なケースが増加しております。こうした中で多
様なつながりの場をつくるためには、地域の担い手の役割がとても重要だという御指摘も
一方でいただいておりまして、こうしたことも踏まえて今回担い手づくりについても御議
論いただけないかということでございます。  
 私ども、昨年令和７年12月に「地方公共団体担当者へのアドバイス」というものを公表
させていただきましたが、こちらは令和６年の地方版の孤独・孤立対策の官民連携プラッ
トフォーム推進事業に採択された14市区町から率直な御意見をいただいたものでありま
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して、対策を始めたきっかけやまず取り組んだこと、取り組んでよかったこと、苦労した
ことなどを伺ったというものでございます。少し内容を整理して御紹介したいと思います。 
 孤独・孤立対策に「取り組もうとした理由・きっかけ」については、推進法の施行が契
機でしたと、これは非常に分かりやすいかと思いますけれども、ローカルに様々なきっか
けがあったということでありまして、例えば震災での被害でありますとか、あるいは8050
事案でありますとか、孤立死の事案などが挙げられていましたが、各地域で起こった個別
事案をきっかけにして、幅の広い孤独・孤立の問題への対応の重要性・必要性というもの
を実感したということが挙げられていました。こういった事案にうまく対応できなかった
悔しさがあるということも声の中ではあったということでございます。そうした中で、福
祉分野等の既存の行政分野を超えた様々な関係者間での連携の必要性を痛感したというこ
とがきっかけとして挙げられておりました。  
 「まず始めたこと」につきましては、住民や関係団体からの実態把握ということで、こ
の際に私ども内閣府の実態把握で使っているUCLAの指標なども御活用いただきながらや
ってくださったということでありました。また、先ほど孤独・孤立対策に関する認知度が、
というお話も申し上げましたが、まずは知ってもらうということで住民向けのイベントを
開催したり、そういったこともやっているということ、また、庁内におきましては、会議
体の設置をはじめとしまして、あとはプラットフォームに様々な既存の枠組みを活用して
様々な人々を呼び集めるということをやってみましたという話もありました。  
 取り組んでよかったこと、苦労したことということでありますけれども、分野を超えた
多様な地域資源との連携促進でありますとか、地域主体のつながりづくりの重要性への理
解が深まったという事例が報告される一方で、関係者の理解を得ることの難しさ、これは
孤独・孤立対策という言語化が難しいということに起因する難しさがあるということであ
りますとか、役所の縦割りの中で分野横断的な連携の難しさなどを訴えていらっしゃるよ
うなところもございました。  
 以上のようなことを踏まえまして、下の四角の中でございますけれども、まさに明日、
法施行３年目を控えているわけですけれども、足元で見ますと孤独・孤立対策推進交付金
を申請する地方自治体の数が増えているということでございます。地域における孤独・孤
立対策の基盤づくりに向けた自治体の意欲も高まりつつあるのではないかという認識がで
きるところでございまして、この機に数多くの自治体にぜひともこの取組を広げていきた
いと考えておりますので、様々な地方版プラットフォームの設置に当たっての課題であり
ますとか、あるいは広域連携の事例、そして車の両輪であります地域の担い手づくりの観
点、これらにつきまして総合的にお話を伺いまして御議論いただき、いただいた生の声を
我々も把握して施策の前進につなげていきたいと、このように考えております。  
 雑駁でございますが、御説明は以上でございます。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 ただいまの御説明に関しましては、後ほどまとめて御意見や御質問等がございましたら
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お願いできればと思います。  
 続きまして、今回の議題の「担い手づくり」に関連して、内閣府高齢社会対策担当様か
ら資料２について御説明をお願いいたします。 
○内閣府高齢社会対策担当 内閣府の高齢社会対策担当でございます。よろしくお願いい
たします。  
 資料２を御覧ください。  
 当担当が令和７年度から実施している「多世代参画による地域活力プラットフォーム構
築調査事業」という事業について御説明申し上げたいと思います。  
 この事業は、令和６年９月に閣議決定した高齢社会対策大綱を踏まえているものでござ
いまして、人口減少と高齢化が同時に進む中で、多世代参画と分野横断という２つをキー
ワードに地域の担い手を発掘・確保していく仕組みづくりを目指す実証事業でございます。
具体的には、右下の枠内にありますように、地域社会と住民の接点をつくる取組と地域の
課題と住民をマッチングする仕組みの構築、この２つを必須要件として組み合わせた仕組
みづくりを事業の要件としているところでございます。  
 ２ページ目を御覧ください。令和７年度は御覧の５つの地域でNPOや社協などが事業の
主体となって実施したところでございます。  
 ここからは、もう一つの机上配付資料２－１に沿ってそれぞれの地域のポイントのみ御
説明申し上げたいと思います。  
 最初の１ページでございます。これは神戸の事例でございまして、ここでは中間支援団
体的なNPOがそのネットワークを生かして、生活動線上の公園やスーパーに、２ページに
実際に幾つか写真が載っておりますが、リアルな拠点を住民のタッチポイントとして設定
しております。ここで様々な活動を行っておりまして、その活動を通じて住民にボランテ
ィア活動等のマッチングサイトへの登録を促して、コーディネーターがマッチングする仕
組みを構築しているというものでございます。 
 ４ページに飛んでいただきまして、今度は東京の板橋の事例でございます。これは東京
都の健康長寿医療センターと地元の板橋社協が連携して「ジョブボラ」という仕組みを運
営しております。この事例では、オンラインでの発信を重視しておりまして、ボランティ
ア活動をモザイク化して時間的な制約に配慮したり、必要なスキルを明確にして分かりや
すく発信することで、住民の地域活動への参加のハードルを下げることに力を入れている
ものでございます。具体例としては６ページに飛んでいただきまして、これはクリスマス
イベントの事例になっておりますけれども、こういった１つのイベントから在宅で完結す
る案件や子連れ歓迎の案件というものを部分的に切り出してマッチングすることで、育休
中の方やプロボノの方など、そういう新規の担い手の発掘につなげているところでござい
ます。  
 ７ページ目の熊本の事例でございます。ここでは「ちょっとよかろかポスト」という仕
組みを運営しております。この仕組みは、住民の困り事とちょっとやってみたいという思
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いの両方を書き込めるオンライン上の掲示板のようなイメージになっております。事業の
運営主体であるNPOがコーディネーターとなって、言わばニーズとシーズの両方を踏まえ
て、具体的な事例としては９ページになりますけれども、こういう学校とのコラボ事案で
ございますけれども、活動そのものをNPOが新たに作っていく、そういう役割を担ってい
るという点が特徴になっております。  
 駆け足になりますが、次の10ページ、11ページの三股町の事例でございます。ここでは
「お節介にもほどがある!!」というプロジェクトを立ち上げて、生活動線上、町内の個人商
店などに住民の「わくわく・やるやる・もやもや」といった思いや感情を書き込む掲示板
を設置して、そこで収集した感情を社協のコーディネーターらが組み合わせることで、地
域の活動や住民の出番を新たにつくり出すと。そこを目的とした取組を行っているという
ところでございます。  
 最後に、12ページに飛びまして、横浜の事例でございます。ここでは横浜市が掲げる循
環型社会と共生社会を組み合わせた「サーキュラーエコノミーplus」という目標がありま
して、それを掲げて市民の皆様に人生を通した地域との関わりを考えてもらうというライ
フデザインの思想の下、地域活動に参加してもらう仕組みづくりを進めているというとこ
ろでございます。この事例では、横浜市との連携の強さを生かして、地域の大学や地域の
中小企業とのネットワークの構築がうまくいっているところが特徴になっております。  
 以上が５事例のポイントとなります。  
 本体の資料、行ったり来たりで恐縮でございますが、３ページ目に行っていただいて、
この実証事業自体は令和８年度も続けることになっておりますので、途中経過ということ
になりますが、地域の担い手の確保に向けて幾つかの手がかりを取り出せるのではないか
と考えております。  
 １点目としては、まず「住民はみな潜在的な地域の担い手である」という認識を改めて
確認することではないかと考えています。これは高齢社会対策大綱でも「全ての人が、そ
れぞれの状況に応じて、『支える側』にも『支えられる側』にもなれる社会」を目指して
おりますが、地域に担い手がいない、不足しているのではなくて、全ての人々がいろいろ
なスキルやリソース、関心事を持っていて、潜在的には担い手になり得るという認識が取
組の出発点になるのではないかと考えているところでございます。  
 ２点目としまして、そういった潜在的な担い手である住民に地域に実際に出てきてもら
うためには、地域の課題や住民の悩み事と住民の様々なスキル・関心事、不安や制約、こ
ういったものをすり合わせながら、地域の活動を設計、デザインという言葉を使ってもい
いかもしれませんが、していくという考え方が重要になってくるのではないかと思います。
先ほど御紹介した、例えば地域活動を分解してモザイク化してターゲットをそれぞれ明確
にして情報発信をする方法ですとか、課題として顕在化する前の段階の住民の抱える悩み
事ややりたいことを見える化して、それをつなぎ合わせていくことで新しい活動を生み出
していくアプローチも参考になるのではないかと思います。  
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 また、神戸、熊本、横浜などで大学生や専門学校生との連携事例が見られました。学生
を単に労働力としてみなすのではなくて、地域活動を学びの実践の場として設計していく
ということで、学生にとっても有意義で魅力のある活動にするというアプローチも、特に
都市部では可能性を秘めているのではないかと考えております。  
 最後に、３点目として、どんなに活動内容を工夫しても、ふだん地域との接点がない住
民にとって地域の団体に関わったり活動に参加するということは、何らかの不安やためら
いが付きまとうものではないかと考えております。神戸のように生活動線上の拠点でコー
ディネーターがリアルなやり取りを通じて住民の地域への関心を喚起したり、不安を払拭
することで背中を押したりですとか、事業の広報・周知に当たって行政が積極的に関与す
ることで安心感を醸成したりということも、地味ではありますが、欠かせない要素ではな
いかと考えているところでございます。  
 以上で説明を終わります。  
○菊池座長  ありがとうございました。  
 ただいまの御説明、資料２につきましても後ほど意見交換をさせていただきたいと思い
ます。  
 今日は最初にまとめてお話をまず伺うということで、続きましては「地域における取組
基盤の整備と担い手づくりについて」のヒアリングを行わせていただきます。  
 本日は、新潟県福祉保健部福祉保健総務課企画調整室（地域福祉担当）政策企画員の井
上様、そして鳥取市総務部人権政策局中央人権福祉センター総括主査の川口様にお越しい
ただきました。どうぞよろしくお願いいたします。  
 それでは、まず新潟県の井上様から御説明をお願いいたします。  
○井上様 ありがとうございます。ただいま御紹介にあずかりました新潟県福祉保健部福
祉保健総務課の井上と申します。  
 本日は、孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議の皆様に新潟県の取組を御説明す
る機会をいただきまして、ありがとうございます。  
 それでは、早速説明に入らせていただきます。本日、内閣府孤独・孤立対策推進室様か
ら、今後プラットフォーム設立を検討している自治体の参考として、プラットフォーム設
置に向けてどのような調整をしたかということについて事例説明の御依頼をいただいてお
りますので、その観点から御説明をさせていただきたいと思います。 
 資料の１ページ目になりますが、本県では、先ほどの内閣府様からの御説明にもありま
したけれども、取組を始めたきっかけは法の施行というところでございまして、この３月
にプラットフォームを設置したところなのですけれども、中ほどにありますが、プラット
フォームの機能として、国でも提言されている考え方でございますけれども、関係者間で
顔の見える関係を構築し、対等に相互につながる「水平的」な連携と協働を促進するとい
うことを第一義に、この３月24日に新潟県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを設
立いたしました。  
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 プラットフォームの構成は、資料のピンクの囲みの中になりますけれども、まず、一般
会員がありまして、孤独・孤立対策を実際に行っている、行う予定がある、関心がある団
体等を会員としまして、その会員のうち、県の孤独・孤立対策と特に密接に関係している
事業を行っている団体等13団体を幹事団体として、プラットフォーム活動に関して企画・
検討を行うという構成で設置をいたしました。会員数はこのたび設置をした３月24日現在
で、NPO法人、社会福祉法人、行政機関、任意団体や個人の方も含めて合計29団体等から
御参画をいただいているところでございます。 
 続きまして、２ページ目でございます。本題の設置に向けた調整の状況というところで
ございますけれども、令和６年９月６日に、庁内における関係所属や関係事業の洗い出し、
県の孤独・孤立対策に関する全体像の把握であるとか、対策推進のための検討を行う部局
横断的な連携体制を構築するために、庁内の連絡会議を設置いたしました。この庁内連絡
会議には、当課は福祉保健部の窓口課になるわけなのですけれども、このほか、高齢、障
害、子ども、健康等の施策分野を担当する課、あとは福祉保健部以外に、言葉の問題で孤
独になることもあることから国際課や、被災に伴って孤独になることもあることから防災
局、住宅の関係で土木、いじめや子どもの問題の関係で教育、あとは犯罪被害の関係で警
察、雇用の問題の関係で産業労働、それぞれ所管する幅広い分野からこの庁内連絡会議に
参加をしてもらいました。関係事業を所管する所属に関しては、国の重点計画において孤
独・孤立の問題を抱えている、あるいは孤独・孤立に至りやすいと一定程度認識されてい
る当事者として例示されている当事者に関する事業を行っている所属から選定をさせてい
ただきました。  
 ここで、各部局や関係課を巻き込む際に少し配慮が必要だった点なのですけれども、ま
ずはお声がけをした部局や関係課からは、普段の業務の中では直接福祉や孤独・孤立には
関係ないというところで、果たして構成員になる必要があるのでしょうかというところで
疑問が呈されたところなのですけれども、ここに関しては内閣府様から御提供いただいて
いる庁内説明用の資料であるとか、あと重点計画、他県の先行事例などを参考に、孤独・
孤立対策に関して幅広い分野からの参画が必要だということを丁寧に説明させていただい
たところです。  
 関係する事業の洗い出しに関しましても、孤独・孤立対策が目的の事業ではないという
ような意見もあったところなのですけれども、この点に関しましても、関係する事業の全
体像をまず把握したいというところから、直接関連する事業だけではなく、例えば言葉の
問題で困難を抱えている方が支援策からこぼれ落ちたときに孤独・孤立に陥ってしまう、
だから言葉の支援をしていることが結果として孤独・孤立対策につながっている、直接的
な目的ではなくてもそれは関係する施策なのですよというところを丁寧に説明しながら、
関係課、関係部局から参画をいただいたところです。  
 この令和６年９月６日にそういった形で庁内連絡会議を設立しまして、それ以降、同年
度の令和７年３月27日、年度が明けまして令和７年度の９月８日と３回ほど関係課による
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庁内連絡会議を開催しまして、国や県の動向・現状について共有しまして、プラットフォ
ーム設立に向けて幹事候補団体案を含む構成や内容について検討・意見交換を行ってまい
りました。  
 次に、幹事候補団体の選定というところなのですけれども、まず庁内の関係課への照会
で、孤独・孤立対策に関係する会議体を洗い出しました。例えば社会福祉審議会であると
か、自立支援協議会であるとか、そういった孤独・孤立に関係しそうな既にある会議体を
まず洗い出しました。その中で、会議体の構成機関から他県を参考にしながら候補団体を
抽出して、庁内の連絡会議の構成課によりまして精査を行ったところです。既存の会議体
から幹事団体を抽出することによって、孤独・孤立のプラットフォーム設置後に、プラッ
トフォームで共有された情報や知見がまたそのもともとあった会議体に波及していくこと
も効果として期待したところでございます。  
 この庁外の関係機関の選定に当たって苦労した点に関しましては、メンバーの似通った
類似の会議体が多くて、少し精査したほうがいいのではないでしょうかという御意見もい
ただいたところです。一方、お声がけをした幹事団体からは、孤独・孤立対策が進むのは
とてもすばらしいので、お声がけいただいてありがたいというお声もいただいたところで
ございます。  
 ここと並行して、令和７年10月29日から、県内における孤独・孤立の状況を把握する必
要性から、内閣府様で実施された実態調査に準ずる質問項目により新潟県版の実態調査を
実施いたしました。今日は詳しい説明はいたしませんが、資料の３ページ以降に参考とし
て添付しておりますので、また御覧いただければと思います。  
 そして、令和７年11月18日は、幹事候補団体から参加をいただきましてプラットフォー
ムの設立準備会を開催いたしまして、孤独・孤立対策の動向や必要性について説明すると
ともに、プラットフォームを設立してどういった活動をしていきましょうかというところ
を意見交換させていただいたところです。  
 こういった議論を踏まえまして、この３月24日に新潟県孤独・孤立対策官民連携プラッ
トフォームを設立いたしまして、この孤独・孤立対策への理解を深めて、また機運を高め
ていくことを目的として、同日付で設立記念講演会を開催いたしました。  
 当日の様子が資料の３ページ目でございます。会員だけではなくて広く県民の方からも
御参加いただきまして、会場参加とライブ配信を含めまして約100人の方から御参加をい
ただいたところです。当日は内閣府の孤独・孤立対策推進室孤独・孤立対策推進参与の大
西様から基調講演をいただくとともに、一般財団法人新潟県民生委員児童委員協議会、
NPO法人新潟ねっとの２団体からも県内の取組事例を紹介いただきまして、併せて会場か
ら御参加いただきました皆様からも質疑応答という形で活発な意見交換をさせていただき
ました。  
 以上、設立までの経緯について御説明をさせていただいたところでございます。本県は
まだプラットフォームを設立したばかりでして、またこのプラットフォームでの議論を踏
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まえながら今後の活動内容については検討していきたいと考えているところでございます。
引き続き、御指導御鞭撻のほどお願いできればと思います。  
 説明は以上でございます。  
○菊池座長  どうもありがとうございました。井上様のお話をいただきました。  
 続きまして、鳥取市の川口様から御説明をお願いいたします。  
○川口様 御紹介いただきました鳥取市の川口と申します。どうぞよろしくお願いいたし
ます。  
 今日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。  
 早速説明に入っていきたいと思いますが、「麒麟のまち」というタイトルをつけており
ますけれども、鳥取市とその周辺のまちの圏域をこちらで「麒麟のまち圏域」と称してお
りまして、この広域連携で展開している官民連携プラットフォームの取組について説明を
させていただきたいと考えております。  
 次、お願いいたします。鳥取市では、令和４年度からモデル事業に採択をいただきまし
て、４年度、５年度、６年度の３年度間、モデル事業を展開させていただきまして、７年
度より交付金を活用させていただいて、孤独・孤立対策に取り組んでいるところです。  
 この官民連携のプラットフォームの立ち上げから現在までの様子をまずお話しさせてい
ただきまして、内閣府様からは広域連携の意義やメンバーの拡充に当たって留意している
こと、今、プラットフォームの外部化を準備しておりまして、この辺りについてお話をと
いうオーダーをいただいておりましたので、後半はそこについてお話をさせていただきた
いと考えております。ですから、官民連携プラットフォームを中心にした取組は様々ござ
いますけれども、今日のところはこのプラットフォーム形成の経過なり、内容の変化なり、
その辺りに焦点を当ててお話をさせていただきたいと考えております。  
 次、お願いいたします。今日はスライドをたくさん用意しておりまして、駆け足になる
かもしれませんが、御容赦いただきたいと思いますが、こちらのスライドについては鳥取
市の概況で主なデータを載せておりますが、左下に市民活動、NPO法人の団体数の表がご
ざいますけれども、圏域の社会資源の状況を示す１つのデータになるかと思いまして、鳥
取市から周辺の連携している６町のNPO団体の団体数を記載しておりますので、比較をし
ていただければと思っております。  
 右下は、鳥取市ではこども食堂を地域食堂と位置づけて展開をしておりまして、かなり
市民の皆さんの認知度が高い取組になっておりまして、10年足らずの間で市民の皆様の７
割ぐらいの方に認知いただいている状況がございまして、行政の取組としては比較的広く
認知をいただいている取組になっているものだと考えております。この地域食堂の取組が
その後、孤独・孤立対策等に発展をしておりますので、参考までにこのデータも載せさせ
ていただきました。  
 次、お願いいたします。鳥取市で孤独・孤立対策を担当させていただいています私の所
属するのが中央人権福祉センターでございまして、基本情報として職員の配置状況あるい
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は実施事業について記載をさせていただいています。ベースとなる隣保事業に加えまして、
生活困窮、重層的支援体制整備事業等を直営で実施しているセンターになります。  
 次、お願いいたします。今、申し上げたことを事業ごとに書き出したものですが、左側
の隣保事業、生活困窮、重層的支援体制整備事業は、鳥取市の直営の事業として私どもの
センターが担当いたしております。右側の地域食堂、孤独・孤立対策、フードサポート事
業等が委託事業となっておりまして、令和７年度については２団体にそれぞれ幾つかの事
業を分けて委託をさせていただいて展開をしているということと、併せて厚生労働省、内
閣府など、様々な補助金等を活用させていただいて、それを組み合わせて実施をする形で
取り組んでおります。  
 次、お願いいたします。今、申し上げたことをイメージ化したものですけれども、孤独・
孤立対策の官民連携プラットフォームの取組に、生活困窮、重層、こどもの居場所づくり、
食品アクセス確保対策事業等をうまく連動させて、全体として孤独・孤立対策として取り
組んでいるというイメージ図でございます。  
 次、お願いいたします。先ほど御説明しましたように、鳥取市では私ども中央人権福祉
センターが生活困窮者の自立相談支援機関になっておりますが、生活困窮の内実としては、
経済的困窮と孤独・孤立の側面があろうかと思いますが、この孤独・孤立に対する取組が
なかなか行政的にもあるいは地域においても不十分ではないかということを私たちは考え
てきまして、先ほど申し上げた令和４年度あたりより、孤独・孤立対策に取り組んできた
という経緯がございます。  
 次のスライドをお願いいたします。そういった中で、この孤独・孤立、社会的孤立に対
する取組として、様々な手法や活動はあろうかと思いますけれども、鳥取市では地域食堂
のような居場所づくりでありますとか、食を中心にした人間関係づくりでありますとか、
家族機能の社会化、こういったことを孤独・孤立対策の中で取り組んでいこうという着想
を得て、この間、取組を進めてきたところでございます。  
 次、お願いいたします。冒頭に申し上げました広域連携の状況でございますけれども、
鳥取市を中心に、人口規模はかなり少なくなっておりますが、中核市でございまして、鳥
取県東部の４町と東に県境を挟んで兵庫県の２町、この１市６町で連携をしているという
のが特徴になります。人口規模等々は前回の国勢調査のデータなので少し古いデータでは
ありますけれども、規模感を見ていただければと思います。さらに、吹き出しに記載をし
ておりますが、冒頭から麒麟のまちということで申し上げておりますけれども、この地域
には古くから伝わる伝統芸能で「麒麟獅子舞」というものがございまして、これをモチー
フにして、地域が一体となって発展するという意味も込めまして「麒麟のまち圏域」と称
しまして、ここで本日御紹介する孤独・孤立対策をはじめ、医療でありますとか、観光、
経済のような取組を現在80事業ぐらい実施をしているところでございます。  
 次、お願いいたします。プラットフォーム形成のきっかけと経過でございますが、もと
もとこども食堂が2015年頃から本格的に始まってきまして、この後、詳しく説明はいたし
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ますが、その２年後に地域食堂ネットワークを設立いたしております。当時、官民連携プ
ラットフォームという着想はございませんで「ネットワーク」という名称にはしておりま
すけれども、内容としては食堂を運営する民間団体と支援いただける企業と行政の３者連
携で、３者が一体の構成団体となって取組を進める、まさに今からいえば官民連携のプラ
ットフォームの原型となるような取組をこの頃から展開してきたということになろうかと
思います。2019年にはこれを鳥取市から麒麟のまちに広げまして、さらには2022年からは
地域食堂事業を基盤にして孤独・孤立対策を展開し、食支援への取組に広げてきたという
経過がございます。  
 次のスライドをお願いいたします。これは今、申し上げましたことを少しイメージ的に
示したものになります。まず、こども食堂はもともと子どもの貧困対策として始めたので
すが、その後、多世代交流の拠点、誰でも食堂＝地域食堂ということで、ポピュレーショ
ン型の居場所をつくってきました。2015年に「地域食堂」という名称を政策的に位置づけ、
その後、麒麟のまちに面的に広げ、孤独・孤立対策から食支援のようなテーマ別のプラッ
トフォームをつくってきたという経過がございます。  
 次、お願いいたします。こちらが地域食堂に関わる説明ですが、このスライドの左下に
ございますけれども、途中で申し上げましたように、地域食堂ネットワークは食堂を運営
する運営団体、支援団体・企業と行政、この３者が構成団体の全てに入っておりまして、
団体数としては食堂の運営団体で60食堂、支援団体・企業は70、行政が１市６町ですので
７市町ということで、官民連携の地域食堂での支援を展開しているところでございます。 
 次、お願いいたします。孤独・孤立対策についての官民連携プラットフォームですが、
こちらは令和４年度の立ち上げ時に作図したものでございまして、NPO法人をはじめ協同
組合、社会福祉法人、民間企業、医療関係等々、様々なセクターに参加をいただき、立ち
上げたところです。  
 プラットフォームの左下に相談支援包括化推進会議というものがございますが、これは
全く同じではございませんが、地域協議会に当たるところでございまして、個別の支援を
展開するところでございます。これについては重層的支援体制整備事業の多機関協働事業
に当たる相談支援包括化推進会議を活用いたしまして、個別支援を展開しております。  
 さらに、スライドの右下ですけれども、つながりサポーターの養成ということで令和４
年度から実施をしておりまして、地域で民生委員よりももっと隣近所の感覚で、課題を抱
えた方に気づいたら支援機関につないでいただくというこの「気づき」と「つなぎ」の役
割を市民の方にお願いする、そういうボランティアを育成しようということで、令和４年
度から実施をいたしております。  
 この官民連携のプラットフォームと、個別支援を展開する相談支援包括化推進会議と、
市民の皆さんに御協力いただくつながりサポーターを連携させて構造化させて取り組んで
いるのが、鳥取市・麒麟のまちの孤独・孤立対策官民連携の取組の特徴でもあると考えて
おります。  
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 次、お願いいたします。こちらは３つ目のプラットフォームで、食支援のプラットフォ
ームを立ち上げておりまして、食支援については、現在この地域食堂への食材提供と、数
としては少ないのですが、年間400件程度の生活困窮者の方への食料支援ということで実
施をしております。潜在的なニーズとしてはまだまだたくさんこの食支援が必要な方はい
らっしゃるだろうということで、こういったものを推計いたしまして、食支援に必要な食
品の総量を見いだして、それに見合う企業からの提供食品をどのように集め、一時保管、
配送等の課題もクリアしながら、最後、当事者の方に具体的にどう手渡ししていくのかと
いう仕組みづくりを令和６年度から３年度計画で実施をしておりまして、８年度は３年度
目ということでまとめの年度になってきております。  
 次のスライドをお願いいたします。官民連携プラットフォームですが、もともと地域食
堂のプラットフォームができたり、そこを基盤に孤独・孤立対策をテーマにしたプラット
フォームをつくって、さらに食支援のプラットフォームをということで、テーマごとにプ
ラットフォームをこの間立ち上げてきて、当面の目の前の課題を解決するには一定の効果
を上げておりますけれども、もともと地域食堂の取組を基盤にして取り組んでまいりまし
たので、構成メンバーがダブっていたり、非効率なところもあるのと、この先、テーマご
とにプラットフォームを立ち上げるとプラットフォームだらけになってきますので、ここ
を１つにまとめようということで、プラットフォームの包括化ということで準備を進めて
きました。  
 テーマごとにプラットフォームを立ち上げるのではなくて、一定の民間の方も含めて数
がまとまったプラットフォームをあらかじめ設置しておいて、そこにその都度テーマを持
ち込むという形の運用を図っていきたいと考えているところです。これが全市あるいは麒
麟のまち圏域への大きなプラットフォームといたしまして、地域においては地域食堂を拠
点にしたプラットフォームを展開し、ここと連携づけながら取組を展開していこうと考え
ているところでございまして、鳥取市においては、この内容については鳥取市の地域福祉
推進計画にもプログラム規定をしておりまして、ここを目指していくという方向性を打ち
出しているところでございます。  
 次、お願いいたします。先ほど申し上げました官民プラットフォームの包括化について
です。そして、この包括化したプラットフォームを外部化するというところの資料になり
ます。麒麟のまち創生戦略会議の会議資料をそのまま掲載させていただいておりますが、
これは１市６町の市長・副市長、町長が集まって圏域の取組を決定する場ではあり、今年
の２月にこのタイトルの内容を決定いたしたところです。  
 スライドの左中ほどに事業スキームを記載してございますけれども、現在、令和７年度
までは、麒麟のまち地域食堂ネットワークが地域食堂の推進を図るための中間支援機能を
担っておりまして、孤独・孤立対策や食支援のプラットフォームについては別のNPO法人
に委託をしている形になっております。令和８年度からは先ほど申し上げましたテーマご
とのプラットフォームを包括し、新たな地域課題解決のためのテーマを持ち込めるような
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プラットフォームにした上で、さらに麒麟のまち地域食堂ネットワークをこれまでは任意
団体であったものを法人化いたしまして、ここが運営を担っていくというスキームです。
プラットフォームの包括化と外部化を図っていこうというところで、おおむね現在準備が
できておりまして、早速明日４月１日よりでスタートができる準備が整っているところで
す。  
 次のスライドは飛ばしまして、その次のスライドをお願いいたします。官民連携プラッ
トフォームの意義についてです。官民連携プラットフォームについて、私たちはこうよく
説明するのですけれども、行政が何かしら民間に依頼する場でもなく、民間の方が行政に
何か要請する場でもなく、フラットに知見やリソースを出し合って、それぞれの立場で見
ている地域課題について率直に語り合って解決を考えていこう、そういう場といいますか、
人の固まりができてきたのかと考えているところです。  
 次のスライドをお願いいたします。広域連携の意義と効果につきましては、これは孤独・
孤立対策に限ったことではございませんが、人口減少・少子高齢化への対応や行政資源の
最適化や「生活圏」と「行政圏」とのずれがございますので、ここを整えるという意味で
も効果を上げているものと考えております。  
 次のスライドをお願いいたします。プラットフォームの参画メンバーの拡充ですが、官
民連携プラットフォームに構成団体を巻き込むために大事にしていることについて、５点
ほど書かせていただいております。1つ目は相手ごとに「刺さる価値」という思い切った書
き方をしてございますけれども、それぞれの団体に合ったような説明をきちんとしていく
ということです。２つ目が参加すると何が起きるか具体の風景をきちんと説明すること、
３つ目が団体によってはいきなり参加ではなくお試し参加で呼びかける、４つ目が形式的
な内容よりも顔の見える関係でお誘いするということで、特段何か変わったことをしてい
るわけでもなく、各自治体でもこういったことを実施されているのだろうと思いますけれ
ども、こういったことに留意しながら取組を進めております。最後５つ目に書いておりま
すが、場所を問わず、機会を選ばず、とにかく何かあれば参加しませんかと声をかけてい
るということで、構成団体を増やしているところでございます。  
 次、お願いいたします。プラットフォームの外部化の狙いですけれども、官民連携プラ
ットフォームの外部化、法人化ですけれども、行政の内部組織ではなく、独立性のある組
織・枠組みに移すということを考えておりまして、その意義は、単なる形式変更ではなく、
機能や信頼性・持続性を高めるという戦略的転換だと考えております。「行政の事業」を
「社会全体で動く仕組み」に進化させることを目指して、今回の方向になっているところ
でございます。具体的には、このスライドに６点ほど書かせていただいております。  
 次、お願いいたします。最後になりますけれども、麒麟のまち圏域では孤独・孤立対策、
包括的支援体制の構築、居場所づくり、食支援、これらをうまく連携させて全体的に展開
することによって地域を豊かにするということにつながるのではないかというスローガン
を掲げて、今、申し上げたような取組を展開しているところでございます。  
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 少し長くなってしまいましたが、私からの説明は以上でございます。御清聴ありがとう
ございました。  
○菊池座長  ありがとうございました。  
 それでは、意見交換に移らせていただきますが、まず新潟県の井上様は実は14時50分頃
までと伺っておったのですが、せっかくでございますので、少しだけよろしければお時間
を拝借いたしまして、まず井上様に対して何か御意見、御質問がおありの委員からお出し
いただければと思いますが、いかがでしょうか。  
 駒村委員、それから会場からはいかがですか。石田委員ですね。  
 それでは、お二方、最初にまとめてお願いできればと思いますので、駒村委員からお願
いします。  
○駒村構成員 ありがとうございます。  
 新潟県、立ち上げの難しいお話を今日は御紹介いただきまして、大変ありがとうござい
ます。  
 私もこの手の話に行くと、庁内の中からうちの部局には関係ないという話がよくあるの
です。私から見ると真逆で、福祉だけでできる話ではなくて、商工や防災や場合によって
は財政課だって関わるのだよということなのですけれども、あまり解像度を上げてこの辺
からこういうリアクションが来たというところまではもしかしたら部局名まではお話しで
きないかもしれませんけれども、この辺はどのくらいまで巻き込んだのか、どう言って巻
き込んだのか、部局名、関連会議体あたりを少し解像度高く教えていただくと、ほかの自
治体にとっても参考になるのではないかと思いました。  
 以上です。すみません。お答えしにくい内容かもしれませんが、よろしくお願いいたし
ます。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 それでは、時間の関係上、石田委員から続けてまず御質問いただきたいと思います。後
でまとめてお答えいただければと思います。  
 会場から石田委員、お願いします。  
○石田構成員 分かりました。  
 御説明ありがとうございました。  
 大きく分けて３つございまして、まずこういった協議会や幹事というものをつくってい
くときには、つくるときに何となく外から言われたから、だから参加するのだよみたいな
感じで、あまり自分事として捉えてくれないということがあるので、そういったことを解
消していくためにはどうすればいいのかということが１点目。  
 それと関連しておりまして、プラットフォームをつくるときにはイメージの共有がとて
も大事だと思っていて、孤独・孤立対策は本当に幅広いので、何でもやるとなって混乱す
るところが結構多かったりして、このプラットフォームは一体何をするのかを結構はっき
りしなければ、よく分からないまま進んでいってしまうことが結構ありますので、そのイ
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メージの共有についてどのようにやっていったのかを教えていただきたい。  
 最後は、市区町村にもプラットフォームがあって、県にもあってとなると、県の役割は
果たして何なのかですとか、あるいは市区町村の参加を促すときに、例えば担当部署がい
ろいろあったりですとか、どのような感じで参加をしてもらうのか結構難しかったりする
と思うので、その参加や連携の在り方をどのように今後やっていこうかということも含め
てお答えいただければと思います。 
 以上です。  
○菊池座長  井上様、まとめてお願いできますでしょうか。  
○井上様 委員の皆様、御質問ありがとうございます。  
 １つずつというところになるのですけれども、まず庁内の反応の解像度を上げてという
ところで、本会議は公表の会議ということで、なかなか詳しいところまでは申し上げづら
いところもあったりするのですけれども、先ほど説明をさせていただいたとおり、うちに
は関係ない、あるいは関係はあるかもしれないけれどもそれを主目的でやっていないので
参加しなくてもいいのではないでしょうかというリアクションが多くありまして、そこも
先ほどの説明の繰り返しになってしまうのですけれども、いろいろな課題を抱える方々が
支援制度で救われればいいのですけれども、救う支援制度から漏れたときに孤独・孤立に
なってしまうということを、課題を抱えている各施策分野がそもそも孤独・孤立につなが
り得る課題なのだというところを丁寧に説明をさせていただいて、うまく巻き込んでいっ
たというところでございます。  
 自分事として捉えるというところ、今ほどの参加のところもそうですし、参画する外部
の団体の皆さんもそうだと思うのですけれども、庁内のリアクションは先ほど申し上げた
とおりだったのですけれども、外部の例えば社会福祉協議会であるとか、パーソナルサポ
ートセンターであったりとか、相談支援専門員協会とか、そういったところは現場で皆さ
んいろいろ相談支援の個別支援に携わられていらっしゃるので、いろいろな社会課題が複
雑化していく中で、孤独・孤立が何となく共通するキーワードとして実感としてあるよう
でして、本県が孤独・孤立プラットフォームを設立したいですと御説明をしたときには、
皆さん大体いいリアクションで参加をいただいたので、外部の各福祉団体の皆様は自分事
として比較的参加をいただいているのではないかと思います。  
 もう一つ、イメージ共有の部分なのですけれども、ここは先ほど説明をさせていただい
たとおり、このプラットフォームに関しては顔の見える水平的なつながりをまずは意識し
ましょうというところで、まずそこを情報共有、知見の共有、顔の見える関係づくりの場
ですよというところもしっかり共有させていただきました。最初に開催した幹事会では、
この幹事会のプラットフォームの設立をきっかけに、うちの会議に参加してもらえません
か、支援制度の説明をしてもらえませんかみたいなつながりもできたところで、そういっ
たイメージがきちんと共有できて、具体の取組にもつながっていっているのではないかと
考えております。  
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 最後、市区町村との役割分担の部分なのですけれども、本県内でも市区町村レベルでは
なかなかプラットフォームや地域協議会の設立は進んでいないところなのですけれども、
情報共有という部分では県が設立したこのプラットフォームで、具体的には新潟市、関川
村からも、この２市町村は重層的支援体制整備事業に本県内でも先行して取り組んでいる
ところでして、そういったところから参画していただいていて、ほかの市町村からも少し
リアクションをいただいているところです。広く情報共有をするところは県が役割を担っ
て、具体の現場での個々の相談にどう対応していくのかというところは市町村になるのか
というところを少し感じているところでございます。  
 以上、お答えになっていますでしょうか。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 時間が経過しておりますけれども、委員のお二方、よろしいですか。  
 特にございませんようでしたので、井上様におかれましては、お忙しいところをお付き
合いいただきまして、どうもありがとうございました。  
○井上様 ありがとうございました。  
○菊池座長  続きまして、それ以外の御報告の部分ですね。鳥取市の川口様の御報告、そ
れから最初の資料１、そして資料２に関しまして、委員の皆様からどうぞ御意見、御質問
等をお出しいただきたいと思います。オンラインの皆様は挙手機能で合図をお願いします。 
 それでは、オンラインから矢口委員、お願いいたします。  
○矢口構成員 ありがとうございます。山形県酒田市長の矢口と申します。前回の会議は
欠席いたしまして、大変失礼いたしました。  
 鳥取市さんにお聞きしたいのですけれども、大変すばらしい取組だと思って、県を超え
てこういったことをやっていらっしゃるのはすばらしいと思って聞いておりました。私の
印象は、中央人権福祉センターさんが鍵なのかと。見ますと、福祉部ではなく総務部に人
権政策局があって、そちらに人権福祉センターがあるというところがキーなのかと勝手に
理解をいたしましたので、まず福祉部とは別に総務部に人権政策局があるということで、
人権政策局にはどういった部署が入っているのか。  
 それから、中央人権福祉センターの主な事業は御説明いただきましたけれども、酒田市
でいいますといわゆる福祉部でやっているような事業も見受けられますので、福祉部の部
署あるいは社会福祉協議会との業務分担は、人権部門と福祉部との業務分担のようなもの
はもともとどうなっていたのかと。その上で、人権福祉センターがまさに孤立・孤独の政
策の中心にあられるというのはうまくいっている要素なのかと思ったものですから、お聞
きしたいと思いました。よろしくお願いいたします。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 川口様、いかがでしょうか。  
○川口様 ありがとうございます。  
 必ず皆さんに御質問いただくところなのですけれども、まずは中央人権福祉センター、
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厚労省の事業で申し上げますと隣保事業、隣保館のことでございまして、施設自体が社会
福祉法に基づく福祉施設になっておりますので、福祉的取組を展開することに施設として
の違和感はもともとないところがございます。 
 もともとこの人権福祉センターで生活相談を生活困窮者支援が始まる前から実施をいた
しておりました。生活困窮者支援が始まるときに、その内容、スタイルが私ども人権福祉
センターが既に実施をしていたので、あえて別のものをつくったり委託しなくても、今、
市役所の中にある資源で生活困窮者支援をやっていこうということになりました。中央人
権福祉センターが生活困窮者支援をになったということがきっかけで、その後、この事業
の延長線上で様々な孤独・孤立対策や居場所づくりに取り組んでいったという経過がござ
います。  
 もう一つは、これは結果論ですけれども、総務部にあるということで、この間を振り返
ってみますと、市役所の中で比較的横串を刺しやすい立場ですね。俯瞰して見て、なおか
つ調整ができる機能を持っていますので、結果、そういう機能が生きてうまくいった側面
もあるのかと振り返っているところです。  
 いま一つは、もともと以前より地域包括ケアシステム構築の文脈で１層協議体、２層協
議体をどう鳥取市につくっていくかという議論を積み重ねておりまして、それが地域共生
社会の実現ということが提起される中で、それを地域共生社会実現のための協議体として
位置づけていくということがこの孤独・孤立対策が始まる前から準備されておりました。
その協議体は市役所の関係課長クラスと市社協、医師会を構成メンバーとし月に１回集ま
る会議を実施しております。ここでふだんからいろいろな各課が困っていることや悩んで
いることを持ち合ってみんなで議論できる場があるということで、比較的役所の中でも縦
割りがないとは言いませんけれども、壁が少し下がって連携が取りやすい状況が今はでき
ているのかというところです。  
 そうは言っても、最初に孤独・孤立対策の取組について提起したときには、また新しい
会議が始まるのかという若干の抵抗感はありましたけれども、実際に展開してみまして各
課長にお話を伺いますと、連携するというのは、言い方が適当かどうか分からないけれど
も、みんなが楽になることなのではないかというお声もいただいておりますので、その辺
りも各課長、セクションとも実感を持っていただいて、同じ価値観を持って現在進めるに
至っているのかと感じているところでございます。  
 答えになりましたでしょうか。  
○菊池座長  矢口委員、いかがでしょう。  
○矢口構成員 ありがとうございました。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 それでは、山野委員、会場からお願いします。  
○山野構成員 山野です。  
 鳥取市さんに同じく質問させてください。大変本当にすばらしい取組で感銘を受けまし
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た。今の説明も本当に課長クラスの方がずっと月１回集まっておられたというベースがす
ごいなと思いました。さらに、その上に法人化されるというところ、法人化の動きという
ところでは、どなたがリーダーで、どういう職種の方がそれを牽引してこの方向に持って
いかれたのかが１点目の質問です。  
 それから、13ページにもありましたつながりサポーターで、これはいろいろな自治体さ
んが取り組んでおられると思うのですけれども、なかなかうまくいっていない話もお聞き
しています。そういう意味で、ほかの自治体の方にも参考になるかと思うので、民生委員
さんよりもより隣近所の方というイメージで気づきやつなぎをやっていかれるという、そ
の辺りをどのように募集というのでしょうか、つなげて広げてこのスキームをつくってい
かれたのかみたいな、実際に人が集まらないとかいろいろなことをお聞きしますので、そ
の辺りを教えてほしいと思いました。  
 ２点です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 いかがでしょうか。  
○川口様 ありがとうございます。  
 プラットフォームの法人化については、これは所管であります私ども中央人権福祉セン
ターがある程度中心的に牽引してきたところはございます。きっかけとしては、プラット
フォームの中での議論で、プラットフォームを行政の担当者が担当して調整しますね。行
政あるあるですが担当者が替わると途端に空気が変わったりすることがあります。そうい
ったことがないように、プラットフォーム全体でみんなが価値観を持つ固まりをつくるこ
とによって、担当者が１人、２人替わっても全体でそこでいろいろなものが共有されてい
るしっかりとした場をつくると、そういったことに左右されない場ができるのではないか
ということを考えてきました。さらにそれを持続可能なものにするためにはどうしたらい
いのかという議論の中で外部化しようということを、プラットフォームの議論の中でそう
いった方向をみんなで目指してきたところです。  
 つながりサポーターについては、最初の内閣府さんの資料１でも御説明がありましたよ
うに、8050のケースで事件化したケースがございまして、令和３年でしたけれども、支援
者みんなで事件化したことへの悔しさを共有する中で、こんなことが二度と起きないよう
にどうしたらいいのだろうということで考えたのがつながりサポーターの取組でした。そ
れと内閣府さんの令和４年度のモデル事業とのタイミングがぴったりだったという時間的
な経過もございます。  
 このつながりサポーターについては、申し上げましたように気づきとつなぎの２つだけ
をお願いすることにしておりまして、その後、見守りに当たってくださいといったことに
ついてはお願いをしていないので、比較的ハードルの低い市民ボランティアだと思ってお
ります。なおかつ、どこか受講者を集めるのに動員をかけたりとか、そういうことは一切
やめようということで、基本的には手挙げで受けていただける方を募集して受講していた
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だこうと。なおかつ、受講後につながりサポーターとして連絡先等を御登録いただいて、
その後も受講が終わったらそれでおしまいではなくて、いろいろな研修情報を提供したり、
つながりサポーターが中学校区単位で交流できるような場を設定するなどとています。そ
の後もまさにつながりサポーターと行政の関係も切れないように継続的に取組を進めてい
るところです。  
 人数といたしましては、令和４年度に始めまして、現在受講者1,300人の方に学んでいた
だいておりまして、実際に御登録いただいている方が900人ぐらいということで、比較的短
期間にたくさんの養成ができたかと思っているところです。  
 このつながりサポーターの取組につきましては、令和４年度からですが、キックオフミ
ーティングのときには中央大学の宮本太郎先生にお世話になりまして、第１回の養成研修
のときには日本福祉大学の原田学長にもお世話になりまして、いろいろな知見、御助言も
いただきながら取組を進めてきた経緯がございます。  
 補足ですけれども、基本的には手挙げで市役所の会議室で毎月定例実施していますので、
ここに手を挙げて申し込んでくださいがベースなのですけれども、最近はいろいろな事業
所や地域からいわゆる出前研修で来てほしいということで出かけていっております。そう
いった辺りでも数が増えている傾向が顕著なのかと考えているところでございます。  
 不足がありませんでしょうか。回答になりましたでしょうか。以上になります。  
○菊池座長  よろしいですか。  
○山野構成員 すばらしいと思いました。ありがとうございます。  
○菊池座長  それでは、オンラインから駒村委員、お願いします。  
○駒村構成員 ありがとうございました。  
 解像度を上げる質問をするとなかなかお答えしづらくなってしまうのですけれども、こ
ちらですけれども、18、20、21というのは本当にほかの自治体にも本質的に大変重要なメ
ッセージを書いていただいているので、こういうことを目指すことがある種のモデルなの
だということがよく分かりました。ありがとうございます。  
 ここでも解像度を上げて御質問したいのですけれども、企業との関わりが食料支援と書
いてあるわけですけれども、どういう企業が連携対象に入っているのか、官民連携の中に
入っているのかを具体的に教えてもらいたいと。今までの会議だと、例えば宅配、新聞配
達、銀行、薬局、コンビニ、郵便局といったところがここでいうとつながりサポーター、
課題のある人の発見などをやってくださっているわけですけれども、鳥取のこの仕組みの
中では民間企業はどのような企業がどういう役割を果たして関わっているのかを詳しく教
えてもらえますでしょうか。お願いします。  
○菊池座長  いかがでしょうか。  
○川口様 ありがとうございます。  
 お話しいただきましたように、基本的にはコンビニであったり、郵便局であったり、そ
のほか福祉系の事業所であったりが多いのですけれども、なるべく多様な民間企業、団体
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さんに加わっていただこうというところでお声かけをしていまして、直接こういう福祉的
なことに関係のないようなところの事業所の社長さんとかもお話をさせていただいたりと
か、そういったことを積極的に実施しております。  
 その際に「そこの事業所が孤独・孤立についてできることは……」みたいなことで、今、
思い浮かばなくても参加していただきながら一緒に考えていただきたいです、取りあえず
参加してみてくださいという呼びかけをさせていただいています。事業所の方とお話をし、
最近あったエピソードなのですけれども、まちの電気屋さんの個人事業主さんとお話をし
ていたときに、私たちがそういった取組をしているのだと少しお話ししたら、その事業主
さんが、去年の夏は暑かったのでエアコンをたくさん取り付けに行ったと。高齢者のおう
ちにもたくさん行ったと。高齢者のおうちのエアコン取付けあるいは修理に行ったときに、
家の中の様子がこれは生活が回っていないのではないかとか、ちょっと気になるなという
おうちがあったのだと。もやもやしながらも、でもそれは自分の仕事ではないからという
ことで忘れるようにしていたのだけれども、今回の話を聞いたら、それはつなげばいいの
ですねということに気づいていただいたり、私どもが申し上げたのは、立場は違うけれど
も地域の同じ課題を一緒に見ているということだと思うので、ぜひ協力していただきたい
ということで、そういった小さな事業所さんにも入っていただいたりとか、日々営業とい
いますか、たくさんの多様な団体に入っていただくような努力はしております。  
 答えになりましたでしょうか。  
○菊池座長  よろしいでしょうか。  
○駒村構成員 ありがとうございます。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 それでは、同じくオンラインから森山委員、お願いします。  
○森山構成員 南山大学の森山です。  
 鳥取市さんに１点と、高齢社会担当の久保様に１点なのですけれども、まず鳥取市さん
に、任意団体を法人化ということで、御回答の中で私が聞き逃してしまったかもしれない
のですけれども、具体的に何の法人格なのかを教えていただければということが１点です。 
 内閣府高齢社会対策担当の方には、お話の後半の中で大学生へのアプローチとたしかお
っしゃっていたように思うのですけれども、大学生は結構入れ替わりがそれこそ４年ごと
にあったりですとか、大学生個人へのアプローチは結構ハードルが高いように思うのです
けれども、もし具体的にどのようにアプローチをされていらっしゃるのかとか、引継ぎを
どうされているのかを教えていただければと思いました。お願いいたします。  
○菊池座長  それでは、１つ目はまず川口様からお願いします。  
○川口様 ありがとうございます。  
 法人化につきましては、まずはできるだけ負担のないように立ち上げようということで、
このたびは一般社団法人として立ち上げの手続を取りました。既に法人化の登記を済ませ
ているところです。ただ、新年度以降に麒麟のまちの各町の方やプラットフォームの団体
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の皆さんとも少し協議、相談をいたしまして、例えば行政がもう少し出資をして、理事体
制の中に行政もしっかりと位置づくであるとか、名称も今は途中経過で「地域食堂ネット
ワーク」としておりますが、もう少し官民連携プラットフォームの性格を表した名称に変
更するであるとか、そういったことを少しずつ新年度以降は整えていこうという準備を進
めているところでございます。  
○森山構成員 ありがとうございました。  
○内閣府高齢社会対策担当 内閣府の高齢担当でございます。  
 資料はないのですが、例えば神戸の事例などで申し上げますと、地元の灘区、東灘区に
甲南大学という大学がございまして、そちらの地域連携センターなどが窓口になって、学
校内のボランティアサークルなどにつないでいただくという形でアプローチをしたと伺っ
ています。学生にいろいろヒアリングをすると、学生は決まった活動があって、そこに動
員をされるという形で参加することには消極的で、むしろ自分たちが地域を実際に回って、
自分たちの目で地域の課題を探していって、自分たちが主体となって取り組んでいくとい
う形で活動の仕組みを設計していくと、そういった方も積極的に参加していただけるとい
う事例が１つございます。  
 もう一つの事例は、資料に熊本の事例でつけていたかと思いますが、専門学校も地域の
資源として１つあり得るかと思っていまして、これも高齢者の通いの場の中身を検討して
いく中で、地域の専門学校、歯科衛生学校にアプローチをして、学校の実習の場として１
つイベントを設けましたというところで、学生もいつも学んでいることを実際に高齢者と
の関係で実践することによって、学校では学ぶことができないスキルや社会経験を得るこ
とができたということで、学生も非常にポジティブに受け止めていて、学校も貴重な場と
して積極的に協力していただけたという事例を伺っているところでございます。  
○森山構成員 我々も大学教員として学生さんに接すると、やりたいという学生さんは意
外と多いかと思うのですけれども、つなぎ方やゼミ単位で関わられている方もいらっしゃ
るのですけれども、どのように現場とつながるのかというところはすごく関心があったの
で、参考になりました。ありがとうございます。 
○菊池座長  続きまして、宮本委員からお手が挙がっております。お願いします。  
○宮本構成員 ありがとうございます。  
 鳥取市の川口さんにリプライをいただければと思いますけれども、質問というよりは感
想というかつぶやきみたいな話なのですけれども、今日は新潟と鳥取の２つお話をいただ
いて、かなり重なるところも多くて、参考になったのですけれども、この２つの事例は違
うタイプかと思って聞いていました。  
 といいますのも、新潟の場合は孤独・孤立対策の事業の仕立てどおり独立型の官民連携
プラットフォームを立ち上げていく。いろいろなところに声をかけて、いろいろなプラッ
トフォームがあってどこも同じメンバーでやっているという声も聞きながら、そことは区
別する形で立ち上げているということですね。 
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 それに対して鳥取の場合は、川口さんから何度もプラットフォームの包括化という言い
方がされていましたけれども、包括型というか、要するに、いろいろなプラットフォーム
という言い方をしましたけれども、例えば厚労省でいえば社援局の重層事業、保険局に入
るのか、近藤先生なども大きく関わっておられる社会的処方の事業、それから老健局でい
えば総合支援事業ですね。この総合支援事業の生活支援コーディネーターなどが活躍する
第１層、第２層の協議体、そこから出発して地域共生社会へ、さらに重層事業へ、さらに
孤独・孤立対策へという形で、いろいろな事業をその都度受け止め、うまく消化してつな
げてこられたところがあると思うのです。そういう形でプラットフォームを言わば束ねて
きたというところがあると思います。  
 こういう形で、今度も包括的なプラットフォームを設定する形で、いろいろなプラット
フォームはどこも似たような大学教員や専門職などが顔をそろえているところがあるわけ
で、課長さんを説得するのでも、むしろ楽になるのだよという言い方で、これは決して悪
い意味ではないと思うのです。本当に相乗効果が発揮されるという意味で、とてもいい意
味だと思いますけれども、楽になるのだよという形で突き抜け型のプラットフォームをつ
くってきた。そういう意味で鳥取は包括型の事業運営をしてこられたと思うのです。 
 どちらがどうということではないのですけれども、鳥取みたいなタイプでいろいろな事
業を御当地流に吸収していく形があるわけで、例えば三重県名張市などもそのような形で
すね。鳥取が地域食堂と食の支援、さらには矢口市長がおっしゃっていたように人権セン
ターが拠点になっていくと。同じように、名張もまちの保健室を拠点にいろいろな事業を
そこに吸収してきた。そこには、例えば川口さんみたいなキーパーソンがいるわけですね。
こうした包括型の仕組みを、この形をどこでもできるように期待するのか、その難しさは
あると思います。  
 さらに、孤独・孤立の事業として見た場合、川口さんのところは官民連携プラットフォ
ームという形もつくっているので孤独・孤立事業の進捗という形でカウントされますけれ
ども、あえてそういう形をつくらなくても同じことができたりする面もあると思うのです。
そういう意味で、ホッチキスというと行政用語では悪口になってしまうと思うのですけれ
ども、ポジティブなホッチキスもあると思うのです。さっき申し上げたように、いろいろ
なプラットフォームに連携の形をつくっていく。もちろんそれぞれのプラットフォームは
似たようなことをやっているのだけれども、それぞれ個性や強みが違うわけです。  
 １つ例を挙げると、社援局のやっている重層事業、これは包括的相談支援と参加支援と
地域づくり支援という、支援フローをつくっていくということなのですけれども、参加支
援というのはまさに孤独・孤立対策なのです。けれども、どうしても役所の中の会議体と
して、要するに地域ケア会議、支援会議、それから要対協などを一緒くたにした会議をつ
くってやるという形なのだけれども、なかなかこれだけだと地域の全体の中につながりづ
くりのアクターが広がっていかないわけです。それに対して、社会的処方の中では、これ
は近藤先生などがお詳しいところですけれども、養父市などではリンクワーカーを市民の



25 

 

中で育てている。これはまさに川口さんがやっているつながりサポーターを育てることと
重なっているわけで、こういう市民の中でのつながりづくりの養成と支援会議のような役
所の中の会議体づくりをどうつなげていくか。 
 この辺りは、社援局と保険局と老健局を横断するような形で、例えば孤独・孤立対策支
援室だとか、あるいは内閣府、今日お話しいただいた共生担当などが束ね役みたいな形も
取っていかなければいけないと思うのです。その場合、何を実質的にポジティブなホッチ
キスがかかっているということの指標にしていくのかという問題があるだろうと思います。
そういう意味では、今日のお二人からのヒアリングは、この孤独・孤立対策事業に大きな
問いを投げかけているのではないかと思いました。新潟流であれ鳥取流であれ、本当に束
ねていく役割が非常に決定的に重要になってくる。でも、ポジティブなホッチキスのかか
り方をどのように見せていくのかが非常に重要ではないかと思います。  
 その上で、ここでいきなりやめるのもなんなので、川口さんからもし今のつぶやきみた
いなものを聞いていただいて、ほかの地域にも同じような形で、私はあえて統合型のプラ
ットフォームづくりと言ったのだけれども、そのようなやり方を拡げていくとすると、ど
のような伝え方が可能かを一言いただければと思います。  
 すみません。長くなりました。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
○川口様 ありがとうございます。  
 先生の問いにぴったりくる答えができないのですけれども、鳥取でこの間みんなで言っ
てきたのは、鳥取は小さなまちですので、大きな資源もないですし、予算もないですし、
マンパワーもないですし、新たなものをつくるというのは非常に難しい。これは単なる抵
抗感だけではなくて物理的に難しいというところが前提にありますので、市役所の中の共
通認識として、よく見ればいろいろなものがあるから、今あるものをうまく組み合わせる
ということを考えようということで進めてきました。  
 うまく組み合わせるというところに、もしかするとこのポジティブホッチキスがあるの
だと思うのですけれども、これがどう作用しているのかを改めて振り返ってみたいとは思
いますけれども、先ほど申し上げましたように、今あるものを組み合わせることによって
新たな効果が生まれるようなという議論と方向を見いだしてきたというのが、今日いろい
ろお話を伺って振り返ってみて、特にそこには留意して進めてきたかと感じているところ
です。ありがとうございます。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
○川口様 ありがとうございます。  
 先生の問いにぴったりくる答えができないのですけれども、鳥取でこの間みんなで言っ
てきたのは、鳥取は小さなまちですので、大きな資源もないですし、予算もないですし、
マンパワーもないですし、新たなものをつくるというのは非常に難しい。これは単なる抵
抗感だけではなくて物理的に難しいというところが前提にありますので、市役所の中の共
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通認識として、よく見ればいろいろなものがあるから、今あるものをうまく組み合わせる
ということを考えようということで進めてきました。  
 うまく組み合わせるというところに、もしかするとこのポジティブホッチキスがあるの
だと思うのですけれども、これがどう作用しているのかを改めて振り返ってみたいとは思
いますけれども、先ほど申し上げましたように、今あるものを組み合わせることによって
新たな効果が生まれるようなという議論と方向を見いだしてきたというのが、今日いろい
ろお話を伺って振り返ってみて、特にそこには留意して進めてきたかと感じているところ
です。ありがとうございます。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 我々の会議体でも初期の頃、宇和島市さんのお話を伺いましたけれども、同じように宮
本先生のおっしゃるような包括型というか、いろいろなものをどんどん乗っけていくとい
うことだと思うのですが、宮本先生御自身の知見というか、すばらしいキーパーソンがお
られるからできるのか、そうではない、何かここを工夫すればもっといろいろなところで
できる可能性があるのだよという、そのようなご示唆みたいなものがもしあればと思うの
ですが。  
○宮本構成員 まさに孤独・孤立対策担当室や内閣府がカウンセラーというかアドバイザ
ーになっていくことが非常に重要で、そこでそれぞれの自治体が自分の手元の資源に気が
ついて、組合せ方としてはこのようなパターンがあるのだということが分かるような誘導
役をどこかが務めなければいけないと思います。まさにここにそれが期待されているので
はないかと、そのように勝手に思っております。  
○伊藤構成員 どうも御発表をありがとうございました。  
 鳥取市さんにお尋ねしたいと思ったのですが、その前にすごく印象的だったことが幾つ
かあります。先ほど宮本委員さんもおっしゃっていました「連携」ということについてな
のですが、私が関わっています学校現場でも「連携」というのはよく使われる言葉です。
ただそれが出てくると「また仕事が増える」とか、「面倒くさいな」という印象を持たれ
ることも多いのですが、さっきおっしゃったように、そうではなくて、みんなが分け持つ
ことで楽になるのだよという見方を取り込むというのはすごく大きな意味のあることだと
思いました。また、先ほどのお話の中で、何かしないといけないと思ったときに、口を出
すことがおせっかいかなとか、余計なお世話かなということで引っ込んでしまう人たちは
いるのですが、そういう人たちに対して、その人が直接動かなくても、つないでいくだけ
でいいというスタンスを知ってもらうことで割と動きやすくなるということも、すごく気
づきになりました。ありがとうございます。  
 質問としては、御発表の中に「家族機能の社会化」という言葉がありまして、そこのと
ころの中身をもうちょっと聞いてみたいと思いました。特に食のところに力を入れておら
れて、その辺りは家庭の力を代替していくとか、あるいは外部化していくことに近いのか
かと思ったのですが、今回「社会化」という言葉で説明されているところに込められた意
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味が、きっと私が想像すること以上にあるのではないかと思いましたので、それを１点お
聞きしたいと思いました。  
 あと、地域食堂の説明のところで、４つの要素があって、食と居場所と人との関わりと、
もう一つが学習、学びということが入っていたかと思うのですけれども、食のしんどさと
学びについてのしんどさはかなり表裏の問題であって、リンクするところかというのは確
かに感じるのですが、鳥取市さんでされている地域食堂における学び、学習への支援を１
例でも教えていただけたらありがたかったと思っています。  
 以上です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 川口様、いかがでしょうか。  
○川口様 きちんとした答えができるかどうか分からないのですけれども、まずは家族機
能の社会化については、いろいろな先生方の受け売りのところもあるのですけれども、途
中でお話ししましたように8050のケースで事件化したというところが一番の原点でして、
本当にみんな少しずつ関わっていたケースなので、それが事件化したことが本当にみんな
悔しくて、地元の民生委員や自治会長も含めてみんなで何でそうなったのかということを
何日も話し合ったのがベースになっております。そういった中で、行政が地域末端まで全
部把握するというのはそもそも無理な話ですので、もうそこは無理ですとちゃんと白旗を
上げて、地域住民の皆さん、市民の皆さんにぜひ力を貸してほしいということがこの取組
です。そのような願いが込められておりまして、行政の手が届かない、なかなか目が行き
届かないところをぜひ協力してほしいと。  
 気づきとつなぎということでいうと、具体的な行動も生まれるわけですけれども、これ
が皆さん気になる人がつないでくださいという掛け声だけだと具体的な行動にならないと
思うのです。つながりサポーターという仕組みにし、つながりサポーターの背中を押すよ
うな要素がそこで生まれることによって、気づきとつなぎの作用が特に効果的に発揮され
るのではないかということを期待しております。もっと先の展望としては、こういった方
が地域の中にたくさんできてくる中で、お互いが気にかけ合うような地域づくりにつなが
ればいいなと考えているところです。  
 地域食堂の４要件については、まず前提としてこれは何か行政が食堂の皆さんを縛って
いる要件ではなくて、行政とネットワークに集まっている食堂の皆さんと毎年いろいろな
話をしながら、申合せとしているという性格のものでございます。その中で、この学習支
援のところは具体的に実施しているのはそこで宿題をやる程度の話でして、塾のように受
験対策をするとかそういうことではなくて、宿題をやるとかそういう落ち着いた時間をつ
くる中で、進路について一緒に考えたりとか、あるいはもしかするとそこでの会話の中で
子どもがぽつりと家庭の困り感を表すようなつぶやきをする、それをちゃんと見逃さない
ようにキャッチする場にしようということで、ここにはそういった思いも込めた学びの支
援ということで考えて、要件の１つに入れさせていただいております。  
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 以上です。  
○伊藤構成員 気づくことをつなぐという具体的な行動にもう一歩押し出す力、その辺の
コツがすごく見えたと思いました。ありがとうございました。  
○菊池座長  それでは、横山委員、お願いいたします。  
○横山構成員 御説明いただきまして、ありがとうございます。  
 鳥取市の川口様にお伺いできたらと思います。すばらしい活動をされているなとすごく
感心いたしました。質問をさせていただきたいと思います。今の伊藤委員も質問されてい
たところですけれども、地域食堂に関してでございます。非常に重要な活動でいらっしゃ
ると思いますし、具体的でもありますので、地域の方が関われるすごくいい関わりだと思
います。誰でも食堂ということで、子ども食堂の選定委員を担っている経験から質問をさ
せていただきたいと思いますが、例えばキャパシティー、子ども何人までというように決
めておられるところもございまして、このような地域食堂の課題と、周知方法をどのよう
にされているかということを具体的に教えていただければありがたいと思いました。  
 例えば、こういう地域食堂とすることをもし全国展開していただくときに、どういう課
題があるのかを知ることで、政策展開にも反映していただくことが可能かと思いまして、
お伺いいたします。よろしくお願いいたします。  
○菊池座長  お願いいたします。  
○川口様 ありがとうございます。  
○菊池座長  お願いいたします。  
○川口様 ありがとうございます。  
 鳥取市ではもともとはこどもの貧困対策のこども食堂として始まったのですけれども、
そういった食堂が市内に広がる中で、子どもたちのためにと大人がボランティアとしてた
くさん集まってきていたのですけれども、鳥取の土地柄もあるかもしれませんが、そのボ
ランティアの多くが高齢者の方で、おじいさん、おばあさんが子どもたちのために集まっ
ているという状況がございました。横から見ておりますと、失礼な言い方になるかもしれ
ませんが、おじいさん、おばあさんが子どものためにと集まっているのですけれども、ど
う見てもおじいさん、おばあさんたちも楽しそうにしているという食堂ばかりでして、こ
れはみんなのためになっているのだったら誰でも食堂でいいのではないかという、本当に
そんな純粋な議論の中で地域食堂と位置づけようと。  
 行政としては、地域食堂のボランティアの皆さんはモチベーションの高い方々ばかりで
すので、それをきっかけに地域課題を解決しようというところに関わってくださるように
なればありがたいという思いも込めて、政策的に地域食堂として位置づけてきたという経
緯がまずはございます。 
 課題ですけれども、充足率も上げようということで積極的に地域に介入して、本気で
100％の充足率を目指そうということで取組を進めているところです。ただ、あくまで食堂
は地域ベース、民間ベースの取組ですので、行政があまり縛るようなことになったり、押
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しつけになっているようなことにすると取組が変わってきますので、そこの距離感あるい
は行政の立ち位置が大事だと考えているところです。  
 ２年度前にこども家庭庁の支援も受けて中核市のアンケートを実施したのですけれども、
どういう条件がそろうとその自治体の食堂の充足率が高いのかという仮説を立てるような
アンケートを実施しました。こども食堂そのものに補助金を出すということでは充足率の
高い低いにあまり優位差はなかったのです。必要でないという話ではないのですけれども、
必要だと思うのですが、あまり有意差はない。 
 充足率の高いところに影響しているのが２つ見えまして、１つは首長、市長が地域食堂
を推進しますという旗振り役をしている。その旗振り役も議会で表明するとか、記者会見
で表明するとか、いろいろなところで主導していく、その旗振り役をしていることが１つ
です。  
 もう一つは、鳥取でいえば地域食堂ネットワークのように中間支援、地域食堂を推進す
るための環境づくり、ここをちゃんと行政が責任を持ってやっているというところは、非
常にその自治体の食堂の充足率が高いという結果が出ておりました。それ以上の分析がで
きておりませんのでなかなか説得力が難しいところではありますが、一旦はその２つを柱
にして、行政として民間の食堂の皆さんと向き合って、一定の立ち位置をしっかり明確に
した上で取り組むことが課題でもあり、大事なことであるのかと考えてきたところでござ
います。  
○横山構成員 ありがとうございました。  
 では、誰でも食堂の大まかな参加者はお子様と高齢者の方と認識したらよろしいでしょ
うか。  
○川口様 そうですね。子どもを中心に地域の人が集うと言っていますので、子どもは真
ん中に置いてほしいですという話はして、それが５人だろうが、20人だろうが、その地域
によって状況は変わると思いますが。付け足させていただくと、現場感覚で子どものため
に皆さんの力を貸してくださいと言うのはかなり効力がありまして、失礼な話なのですけ
れども、高齢者のために力を貸してくださいと言うよりは子どものために力を貸してくだ
さいと言ったほうが地域の力や資源が集まりやすいので、そういったことも背景に、テク
ニカルな話ですけれども、子どもはちゃんと中心に位置づいているということは必ず大事
にしてほしいですというお話はしています。  
○横山構成員 ありがとうございます。  
 あと、地域食堂ネットワークの中に障害者とか、生活困窮者とか、独り親家庭の方々が
入ってこられるという認識でよろしいですか。 
○川口様 そうですね。地域食堂ネットワークは、誰でも食堂ですので、ポピュレーショ
ン型で広く呼びかけはしておりますけれども、気になる方には食堂のスタッフの皆さんが
積極的にひとり親家庭や生活困窮世帯には声をかけてくださったりしています。しっかり
とそういった方も全てカバーできているということではございませんけれども、一定数参
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加していただく状況もつくりながら、障がい者の方も含めて、そこが地域から切り離した
場所になるのではなくて、地域がそのままそこに来ているようなごちゃ交ぜの場所にする
という感覚も大事にしましょうということを食堂の皆さんとも確認をしながら進めている
ところです。  
○横山構成員 ありがとうございます。  
○菊池座長  それでは、原田委員、お願いします。  
○原田構成員 川口さん、ありがとうございました。いつもいろいろお聞きしているので
すけれども、今日はまとまって体系的に教えていただけて、ヒントになることがたくさん
あったと思っています。 
 自分はそういう意味で鳥取だけの取組ではなくて、新潟も含めてのコメントになります。
冒頭、事務局からプラットフォームをつくっていく上での言語化が難しいという、これは
前回のまとめにもあったことですし、宮本委員がおっしゃってくださったことと同じこと
ですけれども、プラットフォームをつくったところで、そこで何を具体的にしていくのか
という、そこの共通理解と、言語化というのはすごく難しい。何をやってもプラットフォ
ームだし、何もやらなくてもプラットフォームみたいな現状がある中で、どうしていくの
か。  
 そういう中で、今日の川口さんのお話も新潟のお話も共通しているところは、コーディ
ネーターの役割・機能がすごく重要だと改めて感じたところです。このコーディネーター
をどのように持続可能にしていくためにプラットフォームのなかに位置づけていくのか。
それは予算というか人件費もあるでしょうし、役割や機能といった位置づけのこともある
でしょうし、何かその辺りがあれば後ほど少しコメントをいただければということが１つ
です。  
 ２つ目は、冒頭の事務局からのお話であった「住民はみな潜在的な地域の担い手である」
という捉え方をしようという、これはとても大事なことだと思います。今まで専業主婦層
であったり、あるいは退職した人たちを地域の担い手と見ていたところが多かったと思う
のですけれども、そこでは人がいなくなってきている。今日お話があったように、お勤め
の人、企業人であるとか、学生であるとか、本当に潜在的な担い手として働きかけていか
なければいけない。もう一方で過疎地域を考えると、人そのものがいなくなる現状が出て
くるわけです。人そのものがいないところで皆担い手だというと、特定の人に負担感が大
きくなってしまう。  
 そこで、今日の鳥取の１つのヒントというのは、市町村単位ではなくて広域でやること
でできる可能性が広がってくるというのはとてもヒントになるかと思います。その辺の地
域といったときの都市部と過疎地域の違いを踏まえた担い手議論をしないといけないかと
改めて思いました。  
 最後、３つ目です。冒頭で世論調査の結果を御紹介いただきましたが、社会の一員とし
て社会のために役立ちたいと思っているか否かという、61.6％が「思っている」というこ
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とだったのですけれども、調査によっては1980年代、1990年代は80％以上の人が「思って
いる」という回答をしていたわけですね。ここ数年ではあまり経年的な変化はないという
ことですけれども、30年ぐらいのスパンで見ると明らかにこういうところが減ってきてい
る。そういう中で、どう孤独・孤立の問題や地域づくりのことを考えていくかということ
になると、つながろうとか、あるいは地域の役に立ちたいという意識啓発や意識の形成み
たいなものをしていかないといけないのだろうと思うのです。  
 その辺り、鳥取の取組で、つながりサポーターの気づきとつなぐというある程度限定的
に役割をすることによって多くの人に広げていくというお話がありました。鳥取の取組は
役割としては非常に無理がないように限定的にするのですけれども、講座そのものは決し
て見守りのマンパワーを養成するのではなくて、まさに地域づくりそのものというか、ど
うしたら共に生きることができるのかとか、非常にまちづくりにつながるような養成をし
て、活動としてはつなぎとその気づきというところを限定的にしてくださいと。だから、
そういう住民の意識をつくっていくような取組みたいなものが併せてできているというこ
とも、孤独・孤立の取組を考えていく上ではとても重要なところかと思いながら聞かせて
いただきました。ありがとうございました。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 川口様から何かございますでしょうか。  
○川口様 先生のお話全てにお答えできるような内容にはなりませんけれども、コーディ
ネーター役については、例えば事業化したときにコーディネーターを１人置くとか、２人
置くみたいなことになってくるのだと思うのですけれども、鳥取のイメージでいうと、１
人だけではなくて、私どもの中央人権と福祉部地域福祉課と社協さんとかコアメンバーが
５～６人いて、まさにそれが小さなプラットフォームで、そこでいろいろな議論をしなが
ら進めているという印象ですので、コーディネーター機能をつくるときに、繰り返しです
けれども、誰か人を置くというだけの議論ではなくて、もう少し大きなイメージで考えて
いく必要があるのかと感じました。  
 広域では、まさに鳥取の麒麟のまちでは人口3,000人を切っている町もあって、そういっ
たところにプラットフォームを１つつくってやってくださいということはなかなか負担感
の大きいところですので、中核市でいろいろな資源が集中しているところがある程度中心
になりながら、逆に周辺の町のいいものも持ち寄っていただいて共につくっていくという
のが、これはこの取組に限らずこれからの行政の取組として大事なことかと改めて感じさ
せていただきました。  
 つながりサポーターについては、おっしゃっていただいたように、気づきとつなぎをお
願いするハードルの低いものとして実施しているのですが、その後、人数も増えてきまし
たので、つながりサポーターさんに集まっていただくような場もつくっております。いろ
いろお話を伺ってみますと、いい意味でのおせっかいを皆さんでされているというか、行
政がおせっかいをしてくださいと言うと違ってきてしまうと思うのですけれども、行政が
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お願いしていない以上のことをつながりサポーターの皆さんができる範囲でされていると
いう形が、まさにここが望ましい姿なのかと感じているところでございます。  
 具体的には、今、中学校区単位で一定数人数がそろったところは「つながりミーティン
グ」と称して、その校区で登録されているつながりサポーターの皆さんが集まって、今み
たいな私はこんなおせっかいをしているよみたいな情報交換をしたりとか、併せてそこに
包括やいろいろな支援機関の担当者にも来ていただいて、気づいたらつなぐの、つなぐは
包括につなぐではなくて、包括の誰々さんにつなぐというところまで関係をつくっていた
だくという場をつくるということで、今、地域展開をしているところです。  
 いま一つは、少し話が替わってしまいますけれども、つながりサポーターや認知症のサ
ポーター、ゲートキーパーとか、あと社協さんの福祉委員さんとかいろいろあったりする
のですけれども、この辺りをうまく整理ではなくて関連づけようという議論をしています。
つながりサポーターは分母の大きい一番ハードルの低いものなので、つながりサポーター
で受講していただいた市民の皆さんに、もう少し学んでいただくとゲートキーパーにつな
がりますよとか、何々サポーターにつながりますよということが市民の皆さんに見えるよ
うな誘導できるような仕組みや、もっと言うとキャリアパス的にずっと積み上げていって、
将来は民生委員になっていただいたりとか、市民後見でも担っていただけるような人物を
つくるとか、そういううまい仕組みができないかということを新年度から議論していこう
という取組をしているところです。  
 以上です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 それでは、会場に戻りたいと思いますが、いかがでしょうか。  
 それでは、近藤委員からお願いします。  
○近藤構成員 ありがとうございます。  
 今日はプラットフォームづくりについて２つの非常にすばらしい事例を見せていただい
て、大変プラットフォームがどのようにつくられて運営されていったらいいのかについて
具体的なイメージができました。ありがとうございます。  
 資料を持ってきたので、それを説明しながら少しコメントしたいと思います。提出資料
２ですかね。「地域包括ケアの推進に向けたまちづくり支援ガイド」という黄色い冊子の
一部です。  
 これは地域包括ケアにおいて都道府県が市町村をどのようにサポートしていったらいい
のかを考えてつくったガイドブックになります。この孤独・孤立対策は地域包括ケアでの
学びを生かして、どのように地域共生社会を築くかが最終的なゴールとしていいのではな
いかと私は思っておりまして、その意味で高齢者対策の中で出てきた地域包括ケアという
概念を全世代にいかに広げていくかというのは、１つ考えられるパスだと思いまして、そ
ういう意味でもこの資料が少し役に立つかと思って持ってきた次第です。  
 最初は目次なので、４枚目、当時、国立保健医療科学院にいた堀井さんにまとめていた
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だいた自治体をどのように支援するべきかという４つの枠組みを紹介した部分があります。
これがまさに今日２つの事例でもきれいに示されていたと思っておりまして、それを紹介
します。  
 まず、関係者へのヒアリング等、質的に県が市町村を支援するときにどのような枠組み
でしていったらいいのか、です。具体的にいうと、まずはデータに基づく広域的な地域診
断とビジョンの策定です。これはまさに宮本先生もおっしゃったように、何を目指すのか
の目線合わせをしていく、それをエビデンスベースで行っていくということ。次に、連携・
協働のファシリテーションです。これはまさに、孤独孤立対策でも進められているプラッ
トフォームづくりが関係します。そして三つ目に、人材育成。最後に、先進事例の作成と
横展開です。この４つに集約されるのではないかということが情報を収集した結果示され
ました。  
 今日の話と何が関わるかというと、まずプラットフォームをつくったときに、それを単
なるネットワーク、いろいろな人が雑多に集まった組織からシステムになるために何が必
要かということなのだと思います。戦略的にこのプラットフォームにどのような機能を持
たせるのか、どう創発性を持たせるのかを考えるときに、ネットワーク全体のビジョンや、
川口さんが今日おっしゃったような様々な考えが必要なのではないかと思います。そう考
えると、例えばこの有識者会議といったところで、プラットフォームに必要な機能は何な
のか、そしてそこに必要な担い手として最低限このような人がいるといいのではないか、
みたいなことが少し整理されるといいのではないかと思いました。  
 今日伺っていて、あるといいなと思った機能、こういう組織があるといいなと思ったも
のが分かりました。１つは、ネットワークがタッチポイントとなる役割を持っているかど
うかです。孤独・孤立に、健康問題が強く関係しますことから、医療機関はまさにタッチ
ポイントとして大事だと思いますので、医療機関の参画もぜひ進めていただきたいと医師
としても思います。それ以外にも、先ほどの電気屋さんですかね。これも非常に分かりや
すい大事なタッチポイント役の事例だと思いました。そして、いわゆるリンクワークとい
うか、困り事を抱えている人を社会につなげ、伴走するような人材がそのネットワークの
中で活躍できることが大切です。そういったNPOのような団体とか、支える立場の機能が
備わることも大切でしょう。もう一つは、地域での対応基盤を構築する機能、子ども食堂、
みんな食堂をつくっているような団体とか、そういうものがあるかと思いました。  
 最後に、まだ世の中に十分備わっていない、と思ったのは、アセスメントとマネジメン
ト支援を行う機能です。先ほどの冊子では最初にあった地域診断とビジョン策定のところ
ですね。これは自分たちで策定するというよりは、みんなでどこから手をつけていいのか、
宮本先生もおっしゃいましたが、そういったことを整理して、ここを目指そうよという目
線合わせをする、そしてそれを使える限りのデータを駆使しながらアセスメントして、み
んなでアップデートしていく、その辺をファシリテーションしていくような機能も必要な
のではないかと感じました。  
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 最後に、どういう視点でこういった活動を見える化していくかというところなのですけ
れども、これは保健医療の範囲ではカバレージという考え方がよく使われます。つまり、
プラットフォームなどをつくって、みんなで何らかのことを提供していったときに、まず
提供したものを最も必要とする人が使いたいと思ったときに使えているか、そこの人たち
がカバーされているかという範囲ですね。そして、使いたいと思った人のうち実際に使っ
ている人がどれぐらいいるのかというカバレージです。最初の、使えている人に届いてい
るか、をコンタクトカバレージといいます。次に、ニーズがある人が実際にどれぐらい使
っているかというのがインターベンションカバレージ、介入のカバレージといいます。最
後、最も重要なのがエフェクティブカバレージといって、ニーズがある人に実際にそのサ
ービスが届いてどれだけ効果が上がっているのかを示しています。この３つが提案されて
運用されています。これをすぐ孤独・孤立に使うのは難しい面もあると思うのですけれど
も、１つの見方として役立つかと思いました。 
 そして、原田委員がおっしゃったように、社会に役立ちたいと思っている人を増やす、
これは孤独・孤立対策にとって非常に重要な指標だと思いまして、それがこの数十年で大
分下がっているというのは衝撃的なお話で、ぜひこの辺も経年変化の情報も共有していた
だけるとありがたいと思ったのですけれども、そういったものも１つのカバレージ、どれ
ぐらいそういうことを思っている人が増えるのかどうなのかということもプラットフォー
ムの１つのゴール指標として位置づけてモニタリングしていくといいのかと思いました。 
 以上です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 石田委員からは何か。 
○石田構成員 大丈夫です。  
○菊池座長  よろしいですか。  
 それでは、時間は経過しておりますが、よろしければ山野委員から。  
○山野構成員 ありがとうございます。  
 皆さんのお話を聞いて、今、近藤先生もおっしゃった今日のいろいろなお話から、私た
ちが何を整理してまとめていくのかを考えていました。原田先生がおっしゃったコーディ
ネーターに私も注目していて、時間がないのであれなのですけれども、神戸のコーディネ
ーターのお話も本当は質問したくて、どのようにコーディネーターが機能するのかみたい
なことはポイントかと思いました。  
 川口さんのお話を聞いて、今日の皆さんの整理と私が思った整理でいくと、まず３点、
１点はなるほどと思って、原田先生がおっしゃった地域住民として共に生きていくという
住民意識をどうつくっていくか。単なるスキルとか、単なるケアということではなくて、
どうやって共に生きるのかという醸成を、私は学校フィールド、子どもフィールドをなの
ですけれども、ここに行き着いているので、孤立・孤独というときにはこれがポイントか
と思いました。  
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 ２点目は、川口さんのお話から価値を創造していくということが、皆さんといろいろな
レベルで、つながりサポーターはつながりサポーターでハードルを下げた形で、でもミー
ティングを中学校区で丁寧にされているというのはすばらしいと思いますし、さっき私が
質問したものも、月１回会議体をずっと続けておられるという、こういったみんなが同じ
思いを持って、担当が替わっても人が替わっても価値がずっと創造されて内発していける
という場をどうつくっていくのかということもポイントかと思いました。  
 ３点目が抜けてしまったので、その２つを言いたいなと思いました。  
 そういう意味で、川口さんにもう時間がないからあれなのですけれども、全ての住民や
ごちゃ交ぜというところは先ほどの神戸の例と同じポイントだったと思うのですけれども、
子ども食堂から始まったというところでは、全ての子どもという意味では教育だったり、
保健だったりというところと関係すると思うのですけれども、そこのスタッフが入ってお
られないように見えたので、本当は入っているのかもしれないのですけれども、そこも包
括していけたらいいなと思いました。  
 以上です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 少しやり取りさせていただきたいのですけれども、時間が参りまして、ゲストの方のご
都合もありますので、本日はこの辺にさせていただきます。  
 最後のほうはまとめる方向でいろいろ御意見をいただきまして、会議全体にとってまた
一段と深まったのではないかと思います。特に私からまとめ的なことは申し上げませんの
で、それも本日お二方の自治体のゲストにかなり深いお話を伺うことができたという、そ
のたまものではないかと思いまして、井上様はもう御退室されましたけれども、本日、鳥
取市の川口様におかれましては、本当にありがとうございました。  
 本日御欠席になった大野委員から御意見をいただいていますので、最後に事務局から御
紹介をお願いいたします。  
○事務局（堀江参事官） お時間の関係もありますので、簡潔に御紹介をいたします。大
野知事の御意見、構成員資料１ということでございます。  
 まず、御意見の１ポツ目から４ポツ目でございますけれども、埼玉県においても、国で
も市区町村でのプラットフォームの設置が１割に満たないわけでありますけれども、63市
町村のうち２市２町の設置にとどまっているということでございます。第３回会議の場で
も大野知事から御発言があったとおりでありますけれども、設置効果があると市町村に思
ってもらえるようなプラットフォームを推奨していく必要があるという御意見でございま
す。  
 また、市区町村の意見も聞いていただきまして、部分的にできることから始めているで
ありますとか、これまで実施してきた個々の取組を整理して横串を刺す、点をつなぐこと
から始めているということでございました。  
 我々内閣府に対してということでございますけれども、体系立てた取組、新しい取組を
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打ち出さなくても、緩く関係者が「孤独・孤立対策」や「つながりを感じられる地域づく
り」という旗の下に集まり、できることから始めればよいというメッセージを伝えること
も重要かと思う。そして、先進事例のノウハウやできることから始めればよいというメッ
セージを、内閣府ホームページへの掲載などだけではなく、市町村にしっかりと届けるた
めの工夫をお願いしたいということでございました。  
 プラットフォームに参加するメリットを各団体に提示できないとされているような課題
なども挙げられていることを踏まえて、最後のところですけれども、プラットフォームが
特に有効なことを強くPRするなり、押しかけの「プッシュ型」で説明するなりの取組を進
めるべきではないかと、このような御意見をいただいております。  
 以上です。  
○菊池座長  ありがとうございます。  
 最後に、事務局から何かあればお願いします。  
○事務局（堀江参事官） 本日は多岐にわたる御意見をいただきまして、大変ありがとう
ございました。  
 大野知事の意見にも先ほど集約されていたかと思いますけれども、先生方から御指摘を
いただいた課題については共通するものがございまして、我々でしっかりとそれを踏まえ
て取り組んでいきたいと思います。重点計画にも自治体への伴走支援という言葉がしっか
りと入っておりますので、これを名実ともに私どもで実現できるようにしっかりと対応し
てまいりたいと思っております。  
 次回の日程につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。 
○菊池座長  それでは、以上をもちまして、最後は駆け足になって申し訳ありませんでし
た。本日の会議を終了いたします。今後とも引き続き議論は重ねてまいりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。  
 本日はどうもありがとうございました。  


